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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年８月１８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２３年２月２８日 １１時５２分ごろ 

発生場所 神奈川県川崎市東扇島南東方沖 

 川崎東扇島防波堤西灯台から真方位１２６°１,５２０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２８.３′ 東経１３９°４５.８′） 

事故調査の経過 平成２３年３月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 砂利運搬船兼貨物船 第六十五天神
てんじん

丸、９９７トン 

１３４２０５、天神海運株式会社 

８５.５５ｍ×１５.００ｍ×７.９０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１０年６月 

Ｂ 油タンカー 第十二富士
ふ じ

丸、９９トン 

１２６９１８、株式会社大藤屋燃料 

２９.３０ｍ（Lr）×７.３０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２９４kＷ、昭和５８年２月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５６歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５７年４月１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年２月１８日 

免状有効期間満了日 平成２７年２月２３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６０歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年５月２８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１１月２４日 

免状有効期間満了日 平成２６年１２月１３日 

甲板員Ｂ 男性 ７３歳 

 死傷者等 負傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか７人が乗り組み、燃料油の補給を受けるために東扇

島沖で錨泊中、Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、Ａ船に

燃料を補給するためにＡ船の左舷中央部に横着け作業中、Ａ船のハッチコ

ーミングに取り付けられた鉄製アイとＢ船の船首係船索とをＣ環で連結し

ていたが、平成２３年２月２８日１１時５２分ごろ、同アイが破断してＣ

環がＢ船の前部甲板に飛び、作業中の甲板員Ｂの頭部に当たった。 
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甲板員Ｂは、病院へ搬送され、頭蓋骨陥没骨折、外傷性くも膜下出血及

び気脳症と診断された。 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

その他の事項 甲板員Ｂは、安全帽を着用していなかった。 

Ａ船のアイは、外径約２４mm の鉄棒で作製された幅約２０cm のＵ字形で

あり、雑用として建造当時からハッチコーミングに溶接付けされていた。 

Ｃ環は、外径約４０mm の鉄棒を長さ約２１cm 幅約１２cm のＣ形に曲げ

た形状であり、重量が約１.９kgであった。 

Ａ船は空船で、Ｂ船は満載状態であり、両船の乾舷差が２ｍ以上あっ

た。 

Ａ船は、空船であったため、振れ回りが大きく、両船は動揺していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

あり 

Ｂ船は、東扇島南東方沖で錨泊中のＡ船に横着

け作業中、Ｂ船の船首係船索をＣ環を介してＡ船

のハッチコーミングの鉄製アイにつないでいたと

ころ、同アイが破断したことから、Ｃ環が飛んで

Ｂ船の前部甲板で作業中の甲板員Ｂの頭部に当た

り甲板員Ｂが負傷したものと考えられる。 

Ｂ船の船首係船索には、Ａ船の振れ回り、Ｂ船

の操船及び両船の動揺等により張力がかかった可

能性があると考えられる。 

Ａ船の鉄製アイは、強度を超える張力が船首係

船索にかかったことから破断したものと考えられ

るが、同アイが破断した状況を明らかにすること

はできなかった。 

原因  本事故は、Ｂ船が、東扇島南東方沖で錨泊中のＡ船に横着け作業中、Ｂ

船の船首係船索をＣ環を介してＡ船のハッチコーミングの鉄製アイにつな

いでいたところ、同アイが破断したため、Ｃ環がＢ船に飛んでＢ船の前部

甲板で作業中の甲板員Ｂの頭部に当たったことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・安全帽着用の励行 

 




